


【国保】 
 

D-423 アデノウイルス抗原定性（糞便）（感染性胃腸炎） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「アデノウイルス」の記載がない感染性胃腸炎に対するア

デノウイルス抗原定性（糞便）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 本検査は、アデノウイルス感染症の診断を行うためのものであり、アデ

ノウイルス感染症の記載がない「感染性胃腸炎」の病名のみに対するアデ

ノウイルス抗原定性（糞便）の算定は認められないと整理した。 

 


